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地域運営組織の形成・運営

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織
が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

※概ね小学校区を単位に全国に6,064組織がある。（令和３年度調査より）

地域運営組織の活動事例

○地域運営組織に関する調査研究
・実態把握調査
・先進事例調査
・自治体職員向け地域別研修会の開催
・形成促進に向けた研修用テキスト、ワークショップの手引き作成 等

○地方財政措置（普通交付税・特別交付税）
１.住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】

（１）地域運営組織の運営支援
（２）住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援
２.地域運営組織の経営力支援【都道府県及び市町村】

地域運営組織に対する支援等

・高齢者のふれあいサロンや児童クラブ事業など
住民の生活支援活動を実施。
・コンビニの休憩スペースを利用した産直朝市を
実施し、地元農産物の販売を積極的に行っ
ている。

（特非）きらりよしじまネットワーク（山形県川西町）

（特非）ほほえみの郷トイトイ（山口県山口市）

・移動手段のない高齢者や、一人暮らしで
不安を抱えている高齢者をターゲットに、
生活に必要な食料や日用品を届ける
移動販売サービスを実施。
・移動販売車による地域内巡回は、買い物
支援のみならず、高齢者の見守りの機能
も果たしている。
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Ｒ４予算額：0.2億円
（Ｒ３予算額：0.1億円）



活動実態
令和３年度 総務省調査（市区町村：1,706市区町村が回答／地域運営組織：6,064団体が回答）

○組 織 数 ：令和３年度の組織数は全国で6,064組織あり、令和２年度（5,783組織）から
281組織増加（4.9％増）し、平成28年度に比べて約２倍に増加。また、地域運
営組織が形成されている市区町村は814市区町村あり、令和２年度（802市区町
村）から12市区町村増加（1.5%増）。

○組織形態 ：法人格を持たない任意団体が88.3％、NPO法人が4.2％、認可地縁団体が1.8％。

○活動内容 ：祭り・運動会・音楽会などの運営（43.6％）が最も多く、高齢者交流サービス
（32.5％）、防災訓練・研修（30.6％）、広報紙の作成・発行（28.8％）などが続く。

○孤独・孤立対策
：現在の活動が「住民の孤独・孤立対策になる」と考える団体は68.6％、「ならない」と考える団体は8.9％。

○活動拠点 ：活動拠点を有する団体が88.8％、このうち約71％が公共施設を使用。

○収 入 ：収入源（第１位）として、市区町村からの補助金等が62.1％と最も多い。また、生活支援などの自主事業の実施等に
よる収入（会費、補助金、寄附金等以外の収入）の確保に取り組む地域運営組織の割合は53.3％。

○課 題 ：人材の不足に関する課題が上位４項目を占めており、いずれも５割以上。地域住民の当事者意識の不足、団体の役
員・スタッフの高齢化、活動資金の不足などに関することを課題としている団体も比較的多い。

『第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」』（令和元年12月20日閣議決定）重要業績評価指標（KPI）
 住民の活動組織（地域運営組織）の形成数：7,000団体（2024年度）
 生活支援などの自主事業の実施等による収入の確保に取り組む地域運営組織の割合：60％（2024年度）
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（複数回答）

（単位：組織）

（複数回答）

地域運営組織の活動実態とKPI
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無回答

その他

協同組合

公益社団法人

農事組合法人

株式会社

認定法人

一般社団法人

認可地縁団体

NPO法人

自治会・町内会

自治会・町内会の連合組織

任意団体

（n=6,064）

• 「任意団体」が64.1％を占める。「自治会・町内会の連合組織」（17.7％）・「自治会・町内会」
（6.5％）を合わせると、88.3％が法人格を持たない任意団体となっている。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象：6,064団体が回答） 3

地域運営組織の組織形態
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資産運用益

国・都道府県等からの受託事業収入

寄附金

国・都道府県等からの補助金等

利用者からの利用料

民間団体からの助成金

収益事業の収益

市区町村からの受託事業収入

構成員からの会費

公的施設の指定管理料

市区町村からの補助金等

（n=6,064）

• 地域運営組織が収入源の第１位として選択した項目は、「市区町村からの補助金等」（62.1％）が
最も高い割合を占めている。

※令和３年度 総務省調査（地域運営組織対象：6,064団体が回答） 4

地域運営組織の収入源



○ 過疎地域等における地域課題解決のための取組を支援することにより、過疎地域の持続的発展を
支援。

○ 過疎市町村が過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間交流及
び地域振興、地域課題解決を図るための施設整備に対して補助（1/3

補助）
〈例〉
・テレワーク施設やサテライトオフィス等働く場の整備事業
・地域運営組織等のコミュニティ拠点施設
・食肉、農産物等の加工施設

○ 令和４年度予算額 0.6億円（令和３年度予算額0.6億円）

○ 過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組として、
過疎市町村が実施するＩＣＴ等技術活用事業、都道府県が行う人
材育成事業等を支援。（市町村：定額補助都道府県：6/10、1/2

補助）

※ 過疎地域等自立活性化推進事業を発展的に改組し、事業主体に
都道府県を追加

※ 交付対象経費の限度額 2,000万円

○ 令和４年度予算額 2.5億円（令和３年度予算額2.3億円）

③過疎地域集落再編整備事業

②過疎地域持続的発展支援事業

④過疎地域遊休施設再整備事業

○ 基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集落ネット
ワーク圏」（小さな拠点）において地域運営組織等が行う生活支援の
取組や「なりわい」を創出する活動等を支援。（定額補助）
※ 交付対象経費の限度額 1,500万円
（下記事業については、限度額を上乗せ）
① 専門人材を活用する事業（＋500万円）
② ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000万円）
③ 上記（①＋②）併用事業（＋1,500万円）

○ 令和４年度予算額 4.0億円（令和３年度予算額4.0億円）

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
（まち・ひと・しごと創生総合戦略：「小さな拠点」の形成関連事業）

過疎地域持続的発展支援交付金 R４予算額：８．０億円
（R３予算額：７．８億円）

○ 過疎市町村が過疎地域の集落再編を図るために行う次の事業に

対して補助（1/2補助）

・定住促進団地整備事業

・定住促進空き家活用事業

・集落等移転事業

・季節居住団地整備事業

○ 令和４年度予算額 0.9億円（令和３年度予算額0.9億円）
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過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

〇 「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、生活支援や「なりわい」の創出等の地域課題の
解決に資する取組を幅広く支援（特に専門人材やＩＣＴ等技術を活用する場合には上乗せ支援）。

（１）対象地域 過疎地域をはじめとした条件不利地域

（２）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織等）

（３）対象事業 集落機能の維持・活性化プランに基づく取組

（4）交付対象経費の限度額 1,500万円 （定額補助）

※下記事業については、限度額を上乗せ

①専門人材を活用する事業（＋500万円）

②ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000万円）

上記（①＋②）併用事業（＋1,500万円）

施 策 の 概 要

① 専門人材活用のイメージ

特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、移住定住促進、

ICT技術等に関する専門的知識を有するアドバイザー、事業者 等

② ＩＣＴ等技術活用のイメージ

ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、対話型

アプリを活用した高齢者の見守り、オンラインによる学習環境整備 等

Ｒ４予算額：４億円
（Ｒ３予算額：４億円）

集落ネットワーク圏における取組のイメージ

センサーを活用した
鳥獣被害対策

スマート農業の推進

地域課題解決に資する専
門人材の活用

役場所在地域

アプリによる
デマンドバスの予約

アプリ等を活用した
高齢者の買い物支援

※範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

6


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7

